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論点に対する回答 

分  野 自筆証書遺言のデジタル化について 

省 庁 名 法務省 

以下の論点について、下記回答欄にご回答ください。 

 自筆証書遺言は、民法上、書面・自書（署名を含む）・押印が求められて

おり、デジタル技術を活用して作成することができない。 

デジタル社会の実現に向けた構造改革が進められる中、昨年 12 月には、

デジタル臨時行政調査会において、構造改革のためのデジタル原則が提示さ

れたところであり、自筆証書遺言についてもデジタル原則を踏まえた見直し

を検討すべきものと考えられる。 

【論点１】 

自筆であっても、遺言の有効性等について争いは生じるものであり、デジ

タル技術の活用や民間サービスの利用等により、本人確認、真意の確認、方

式の正確性等が担保されている場合に、遺言を無効とする理由はないのでは

ないか。

遺言の方式を法律で一律に定めるのではなく、本人確認、真意の確認、方

式の正確性等が担保されているかという実質に着目するべきではないか。 

仮に何らかの規律を設けるとしても、リスクベース・ゴールベースの規律

や、技術の進展等を踏まえて機動的に対応し得るような規律（法律には原則

を記載し、詳細は政省令で規律）とすべきではないか。 

【回答１】 

 民法上、遺言をするためには、同法が定める一定の方式に従うことが要求

されています（注１）。その趣旨は、遺言の場合には遺言者の死亡によって

効力を生ずるという特殊性があること等を踏まえ、一定の蓋然性をもって遺

言者の真意に基づいて遺言がされたとの判断が可能となるような方式をあ

らかじめ定めておき、これを満たすもののみを有効とすることで、遺言の有

効性に関する信頼を確保してその効力をめぐる紛争の発生をできる限り予

防し、その法的安定性を図ることにあります。自筆証書遺言については、全

文を自書すること等の方式を定めることで、遺言者がその内容を認識し理解
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した上で作成したものであって、遺言者の真意に基づくものであることを担

保することとしています。 

 このような趣旨に照らせば、デジタル技術の活用等によって自筆証書遺言

と同程度の信頼性を確保することができるのであれば、遺言者の選択肢を増

やす観点から、新たな方式を設けることはあり得るものと考えています。 

このような方向で検討する場合には、デジタル技術の活用等により、具体

的にどのような形であれば本人確認やその真意の確認が適正に担保される

かといった観点や、遺言者の負担の軽減といった観点から、検討を進めるこ

とになるものと考えています。特に、遺言の場合には、その効力が発生する

際には遺言者は既に死亡していることに加え、相続人や第三者が被相続人の

判断能力の低下等につけ込んで自己に有利な遺言を作成させるというリス

クがあるため、他の法律行為以上に、本人の真意の確認を慎重に行う必要が

あるものと考えています。 

 これに対し、遺言について、一定の方式を定めることなく、真意の確認等

が担保されているものであれば効力を認めるとの規律を設けるのは困難で

あるものと考えています。このような規律は、遺言の外部的方式の問題と、

遺言という意思表示自体の成立・効力の問題との区別を失わせるものであり

（注２）、個々の遺言について、真意の確認等が担保されたものであるか否

かについて常に個別的・具体的判断を要することとなって、遺言者自身にと

っての予測可能性が害されるのみならず、遺言者の最終意思の実現や円滑な

遺産の分割が阻害される結果を招来するおそれがあるためです。 

また、遺言の有効、無効は、相続人だけでなく、相続債権者や被相続人に

債務を有していた者など、多くの利害関係人に極めて大きな影響を及ぼすも

のであり、その信頼性の確保が重要であること等に照らしますと、遺言の方

式を政省令で定めることについては、憲法第４１条の趣旨等に照らし極めて

慎重な検討を要するものと考えています。 

 いずれにしても、新たな方式を定めることの当否や具体的にどのような方

式を定めるかについては、遺言者の真意により作成されたものであることの

適正な担保等が図られるか、遺言を作成しようとする者のニーズを的確に把

握した上で、当該方式によって遺言の有効性に対する信頼等を確保すること

ができるか、とりわけ、前述のとおり、第三者等が遺言の作成に不当に関与

するリスクを増大させることにつながらないかといった観点から、慎重に検

討を進める必要があるものと考えています。 

（注１）：民法第９６０条は、「遺言は、この法律に定める方式に従わなけれ
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ば、することができない。」と定めています。 

（注２）：遺言の方式とその成立・効力の問題は区別されるものであり、そ

のような法制は海外法制においても一般的です。このことは、遺言の方式に

ついては、我が国が昭和３９年に批准したハーグ国際私法会議条約である

「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」及びその国内実施法である

「遺言の方式の準拠法に関する法律」が適用され（なお、「法の適用に関す

る通則法」第４３条第２項は、遺言の方式を適用除外とする旨を明定してい

ます。）、遺言の成立・効力については「法の適用に関する通則法」（第３７

条第１項）が適用されることに端的に示されています。 

【論点２】 

自筆証書遺言の作成において、デジタル技術を活用することにより、方式

不備の防止が期待されるほか、時間的・地理的・金銭的な制約から専門家の

サポートを受けることができない者であっても、自筆証書遺言が無効となる

リスクを減少させることができるものと考えられる。一定の規律が必要であ

るとしても、電子文書や映像等による遺言を認めるべきではないか。 

 遺言者の真意の確認についても、デジタル技術の活用や民間サービスの活

用等により、自筆以上の確実性が期待できるのではないか。 

 

【回答２】 

デジタル技術の活用によって御指摘のようなメリットが生ずることはあ

り得るものと考えていますが、そのような方向で見直しを検討するに当たっ

ては、前述のとおり、遺言を作成しようとする者のニーズを把握した上で、

当該方式によって遺言の有効性に対する信頼等を確保することができるか

といった観点から検討を進める必要があるものと考えています。 

【論点３】 

令和２年７月から自筆証書遺言書保管制度の運用が開始されているが、遺

言が不動産登記等の手続に活用されるものであることを踏まえ、そうした一

連の手続のデジタル完結を目指すため、自筆証書遺言書保管制度に基づき法

務局が保管している遺言について、データによる遺言書情報証明書等の交付

を可能とするべきではないか。 

また、現在は、遺言書情報証明書等の申請について、法務局における対面

での手続又は郵送によることとされているが、申請手続自体もデジタル完結

を図るべきではないか。 
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【回答３】 

 遺言書情報証明書には遺言書の画像情報が印刷されており、相続人等は、

関係者の戸籍や住民票等を添付して同証明書の交付申請を行った上、自筆証

書遺言書の原本に代えて同証明書を用いて、不動産登記や預金解約等の各種

手続を行うこととなります。そして、遺言書情報証明書は、制度の運用開始

から令和３年１２月までの約１年半の間に約７５０件交付されています。 

 遺言書情報証明書につき、その申請手続のデジタル化やデータによる交付

を行うことについては、国民からのニーズの程度、申請に際して必要となる

添付書面のデータ化の進展状況、遺言書情報証明書のデータを用いて行うこ

とができる各種手続の範囲、費用対効果等を踏まえて検討する必要があると

考えています。 

【論点４】 

自筆証書遺言のデジタル化のニーズを検討するに当たって、平成 30 年の

法改正により可能となった自書によらない財産目録の添付について、その活

用実績及び効果について把握し、参考とすべきではないか。 

自筆証書遺言であっても、少なくとも、自筆証書遺言保管制度により法務

局に保管されている遺言書については、自書によらない財産目録が添付され

ている件数を把握することができるのではないか。 

 

【回答４】 

 自筆証書遺言は、第三者が関与することなく作成することができる文書で

あることから、法務省において、自書によらない財産目録を添付した遺言書

の利用実績等を把握することは困難です。 

 また、自筆証書遺言書保管制度に基づき法務局に保管されている遺言書に

ついても、法務局においては、自書によらない財産目録を添付した遺言書か

否かを区別せずに保管しているため、直ちにその件数を把握することは困難

です。 

【論点５】 

書面による場合に、自書による署名がなされていれば、全文の自書は必要

ないのではないか。また、印として実印が求められているわけではなく、「押

印」を義務付ける必要はないのではないか。 
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【回答５】 

 民法第９６８条第１項が自筆証書遺言についてその全文（財産目録を除

く。）の自書を必要としているのは、遺言が遺言者の真意に基づくものであ

ることを担保し、第三者等が遺言の作成に不当に関与するリスクを低減させ

るなどのためであり、全文を自書することにより、文書の記載自体から遺言

者が全文の内容を認識し理解した上で記載していることが明らかになりま

す。そのため、書面による場合に、自筆証書遺言に署名がされているからと

いって、全文の自書を不要とすることには慎重な検討が必要であると考えま

す。 

 また、同項が自筆証書遺言に押印を必要としているのは、当該遺言が遺言

者本人の意思によって作成されたものであることを担保することに加え、押

印により文書を完成させるという慣行を踏まえ、作成途中の遺言書の下書き

と完成した遺言書とを区別する意義も有しているものと考えられます。この

点、自筆証書遺言が遺言者の死後に自宅等から発見されることが多い現状に

鑑みると、近時の行政への申請手続における押印の見直しの状況等を踏まえ

たとしても、これを不要とすると、この点に関する紛争を増加させるおそれ

があり、書面による場合に、自筆証書遺言の押印を不要とすることには慎重

な検討が必要であると考えます。 

 なお、ここでいう自筆証書遺言の見直しの当否及びその内容の問題と、デ

ジタル遺言のような新たな方式を定めることの当否及びその内容の問題は、

区別して議論されるべきものと考えられます。 

【論点６】 

 上記を踏まえ、自筆証書遺言の見直しについて、今後どのような体制で、

いつまでに何を行うかを示していただきたい。 

 

【回答６】 

遺言の作成においてデジタル技術等の利用を可能とすることについては、

それによるメリットが想定されることを前提としつつ、前述のとおり、遺言

者の真意により作成されたものであることの適正な担保等が図られるか、相

続の当事者や一般国民からの信頼が確保されるか、遺言を利用する者にとっ

てデジタル化した遺言のニーズがどの程度あるか等の観点からの調査を行

った上で検討していくことが相当であるものと考えています。また、諸外国

等において、遺言の作成においてデジタル技術等がどのような形で遺言の作

成に活用され、運用されているかを調査することは、我が国における遺言法
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制の在り方を検討するに当たっても有用ですので、諸外国等における遺言法

制やその実情等を調査することが相当であると考えています。 

そこで、令和５年度中に、上記の各調査を行うなどの必要な検討を進めて

まいりたいと考えています。 

【論点７】 

 取組を進めるに当たっては、「遺言」という閉じた世界だけで考えるので

はなく、関連する仕組みも含め、社会全体の将来像を意識しながら取り組む

ことが重要である。 

現在、死亡・相続ワンストップサービスの実現に向けた検討が進められて

いるが、遺言のデジタル化だけでなく、相続手続に必要となる戸籍謄本、除

籍謄本、遺産分割協議書など一連の書類のデジタル化を進め、一連の死亡・

相続手続のデジタル完結を実現することで、国民の利便性が高まると考えら

れる。 

 法務省においては、死亡・相続手続の将来像を見据えながら、関係省庁と

連携して、必要な取組を積極的に進めるべきであるが、法務省の見解如何。 

 

【回答７】 

現行法では、相続の開始後、相続人が、相続の放棄・承認の選択をした上

で、遺産分割協議等を経て被相続人の財産の承継を行うことが予定されてお

り、また、遺言がある場合も、受遺者は遺贈を受けるかどうか選択すること

ができます。このように相続による財産の承継については、相続人の自主的

な判断が尊重されていることから、この場面における死亡・相続ワンストッ

プサービスの実現に当たっては、それぞれの相続人の自主性との調和のとれ

た制度とすることが重要ですが、その実現については、関係する制度を所管

する府省と連携して、引き続きデジタル庁における法定相続人の特定に係る

遺族等の負担軽減策の検討に積極的に加わる予定です。 

 なお、法務省においては、戸籍謄抄本の添付省略等に向けて戸籍情報連携

システムを整備し、令和６年３月から稼動させる予定であるところ、これに

より、戸籍謄抄本の請求者の負担軽減を図ることができるよう、デジタル庁

等の関係府省と連携しつつ検討を進めてまいりたいと考えています。 


